
鏡石町池ノ原町営墓地 募集のお知らせ 
 

現在、鏡石町池ノ原地内に町営墓地を整備する工事を進めておりますが、令和８年４月

の供用開始に向けて、区画の使用者の募集を行います。 

この墓地は、町が管理する墓地で特定の宗教・宗派を問わず、申請いただけます。 
 

１．墓地の場所及び募集区画数（位置図、区画図は裏面を参照） 

・墓地の場所＝鏡石町池ノ原３７番地１ 

・募集区画数＝１８５区画（1区画＝間口 1.6ｍ 奥行 2.3ｍ ※区画の縁石部を含む） 
 

２．区画の使用条件 

区画の使用には規制条件があり、墓碑等の規格と配置が決められています。 

・設置できる設備は、墓碑、墓誌、置台、卒塔婆立てに限られ、一定の規格・形状のものを各 1

基以内の設置となります（カロートは設置されていません） 

※カロートとは遺骨を安置するスペース（墓碑等を設置するときに地下に設置する） 

※納骨する場合は墓碑を必ず設置してください 

・樹木の植栽はできません 

・使用者は、許可された使用区画の除草、清掃等の適正な維持管理をお願いします 
 

３．申請資格  

鏡石町に住民登録が 1年以上ある方 

※申請者が鏡石町以外に住所がある場合でも、鏡石町に本籍がある方などで諸条件が整

う方は申請することができますので担当課にお問い合わせください。 
 

４．使用料と管理料 

1 区画 
使用料（町外は３割増） 管理料 

200,000 円（260,000 円） 30,000 円 

※上記の料金は、永代使用と永代管理の料金となります。 
 

５．申請方法 

（１）募集期間 令和８年２月５日（木） ～ ３月１３日（金） 

※募集期間終了後、空き区画があるときは再度募集を行います。 

（２）提出書類 ①墓所使用許可申請書   ②申請者の住民票謄本と戸籍謄本 

・申請用紙は、「健康環境課 窓口」又は「町ホームページ」 

（３）提 出 先 鏡石町健康環境課（受付 平日 ８：３０～１７：００） 
 

６．申請後の流れ 

【審査の結果通知】 書類審査の結果を通知します（令和８年４月予定） 

           ※希望した区画が競合した際は、抽選になります。 

【使用料等の納付】 使用が決定した方には納付書（使用料、管理料）を送付します。 

【許 可 書 発 行】 納入確認後、順次「墓所使用許可書」を送付します。 

【そ の 他】 墓所使用許可日から３年以内に未使用で返還した場合は、納付し

た使用料と管理料の８割を返還します。 
 

                                  
                                  町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
 

 

＜問い合わせ先＞ 鏡石町健康環境課 

（鏡石町健康福祉センター ほがらかん 内） 

電 話 ０２４８－６２－２１１５ 



 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

  

  

＜位置図＞鏡石町池ノ原町営墓地 

（住所：鏡石町池ノ原３７－１） 

墓地区画図 


